
 

※ 登録番号 

 

第１１４７号（令和４年１０月３日） 

 

１.投 資 顧 問 業 の 種 類             

 

 一般不動産投資顧問業  総合不動産投資顧問業 

 

２.法 人 ・ 個 人 の 別             

 

         法人                    個人 

 

       （ ふ り が な ） 

３.商 号 又 は 名 称             

 

  にしまつじしょかぶしきがいしゃ 

 西 松 地 所 株 式 会 社 

 

      （ ふ り が な ） 

４.氏           名 

 （法人である場合は代表者氏名） 

 

  もりた  じゅん 

 森 田  潤 

 

５.資    本    金    額 

 

 １０,０００万円 

 

６.役           員 

（ ふ り が な ） 

氏   名 

 

役 職 名 

 

常勤・非常勤の別 

 

  のむら  まこと 

  野 村    信 

 

 

 代表取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

  ながた   としのぶ 

  永 田   敏修 

 

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

  おがた  こういち 

  緒 方   幸 一 

 

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

 

  いしやま まもる 

  石 山    護 

  

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

 

  はまさき   しんすけ 

  濵 﨑   伸 介 

 

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

   おにき   こういち 

  鬼 木   光一  

 

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

   やすもと  まさお 

  安本   政生  

 

 

 取締役 

 

      常勤   非常勤 

 

 

   たまの   ひろし 

  玉 野    広 

 

 

 監査役 

 

      常勤   非常勤 

 



 

７.第４条第１項第３号又は第４号に規定する重要な使用人 

    （ ふ り が な ） 

   氏      名 

    （使用人の種類） 

 

職   名 

 

   統括する業務の別 

  いずみ こうじ 

和 泉  浩 次 

支店の業務を統括する者 

助言業務を行う者 

判断業務統括者 

 

ビルマネジメント事業部長 

 

 

 

投資判断、売買、   

 貸借、管理 

 

 

 

ながしま のぼる 

長 島     昇 

支店の業務を統括する者 

助言業務を行う者 

判断業務統括者 

 

横浜支店 営業課 

副課長 

 

 

 

 

投資判断、売買、   

 貸借、管理 

 

 

計 ２ 名 
 

 
 

 

 

８.不動産投資顧問業を営む営業所の名称及び所在地 

名   称 設置年月日 所  在  地 

西松地所株式会社 

  本       社 

 

平成30年 

12月10日 

〒105-0001 

東京都港区虎ノ門五丁目12番11号 

℡03-5400-1361 FAX03-5400-1366 

西松地所株式会社 

  横 浜 支 店 

 

平成24年 

4月1日 

〒231-0013 

神奈川県横浜市中区住吉町二丁目22番 

℡045-641-2620 FAX045-641-2640 

計 ２ 店 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９.業務の方法 

 

１．投資助言業務は、次のような不動産を対象として行う。 

  ①種類：業務用ビル、商業施設、貸工場、貸倉庫、住宅、その他 

  ②規模：制限なし 

  ③所在する地域：制限なし 

 

２．助言の方法は、 

  ①不動産の売買・交換の取引および共同住宅などの開発分譲に係る 

   文書及び口頭による助言等 

  ②一定期間継続的な不動産の賃貸借及び開発・運用に係る文書及び 

   口頭による助言等 

 

３．報酬体系は 

 ・業務①の場合、 

  不動産投資総額   １億円以下‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.00％ 

            １億円超 ５億円以下の部分‥‥‥‥2.00％ 

            ５億円超１０億円以下の部分‥‥‥‥1.00％ 

           １０億円超‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.50％ 

 

 ・業務②の場合、 

  報酬＝人件費(一日一人当たりの人件費25,000円×従事日数)+直接経費 

     (実費相当額)+間接経費(一日一人当たりの人件費25,000円×20％) 

     +一般管理費(人件費+直接経費+間接経費)×15％) 

   ・１）人件費   … 一日一人当たり 25,000円 

   ・２）直接経費  … 実費相当額 

   ・３）間接経費  … １）×20％ 

   ・４）一般管理費 …（ １）+２）+３））×15％ 

  ・原則として、業務①②の報酬を基本とし、 

   投資対象や業務内容等に個別の事情がある場合は、個別協議とする。  

 ※上記取引に係る消費税相当額 

 

４．報酬の受領時期は、業務完了時とする。 

 

 

 

１０.既に有している免許、許可又は登録 

業 の 種 類 免許等の番号 免許等の年月日 

１．金融商品取引法第２９条の登録   

２．宅地建物取引業法第３条第１項の免許 国土交通大臣 

(３)７９９８号 
令和２年６月１日 

３．不動産特定共同事業法第３条第１項の許可   



  

１１.不動産投資顧問業以外の事業の種類及び内容 

１．賃貸事務所及び駐車場の経営 

２．不動産の保有、賃貸並びに管理 

３．不動産の売買、鑑定並びに斡旋 

４．損害保険代理店業 

５．生命保険の募集に関する業務 

６．建築物清掃業 

７．建築工事の施工及び請負 

８．電気工事業 

９．前二号の工事に係る設計及び監理並びにマネジメント 

１０．警備業 

１１．総合リース事業 

１２．旅館業 

１３．旅行業 

１４．前号各号に付帯する一切の業務 

 

  

 

１２.主要株主の商号、名称又は氏名及び住所 

 

（ふりがな） 

商号、名称又は氏名 

  

 

住  所 
保有する株式の数 

又は出資の金額 

 

割 合 

 

にしまつけんせつかぶしきがいしゃ 

西松建設株式会社 

 

 

 

 

２００株 

 

 

100％ 

 

東京都港区 

虎ノ門一丁目 

17番1号 

              

 

１３.役員の兼職の状況 

       (ふりがな） 

      役員の氏名 

常務に従事している他の会社の商号及び業務の種類 

又は他に営んでいる事業の種類 

 

 

はまさき  しんすけ 

濵 﨑  伸 介 

 

 

 

おにき  こういち 

鬼 木   光 一 

 

 

 

 

・西松建設株式会社 

 常務執行役員 経営戦略室長 

建設業 

 

 

・西松建設株式会社 

 執行役員 

アセットバリューアッド事業本部 本部長 

建設業 



 

たまの   ひろし 

玉 野    広 

 

 

・西松建設株式会社 

経理部長 

建設業 

 

 


